
きのこ・山菜        
モニタリング検査受けていますか 
きのこ及び山菜の出荷制限等 
県中地域産の次のきのこ及び山菜については、緊急時環境放射線モニタリング（以下

モニタリング検査）の結果、食品衛生法の基準値（100 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）を上回る放射性物質

が検出され、国から出荷制限等が指示されていますので、出荷しないでください。（出

荷制限品目等は加工食品の原料にも使用できません。）令和 6 年 2 月 15 日現在 
                         ※出荷制限品目等については最新の情報を確認してください。 

品   目 制限内容 市    町    村 
野生きのこ 
※1 

出荷制限 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 

こしあぶら 出荷制限 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田
村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 

原木しいたけ 
 （露地） 

出荷制限 田村市（福島第一原子力発電所から 20ｋｍ圏内の地域に限る） 

ぜんまい 
 

出荷制限 郡山市、須賀川市、田村市 

うど（野生） 
 

出荷制限 須賀川市 

うわばみそう 
 （野生） 

出荷制限 須賀川市※Ｒ5 年 3 月 30 日付けで出荷制限が解除されました。出荷
を希望する生産者は県中農林事務所森林林業部まで、連絡をお願い
します。 

たらのめ 
 （野生） 

出荷制限 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、古殿町 

くさそてつ（こ
ごみ） 

出荷制限 郡山市、田村市、三春町※Ｒ6年 2月 15日付けで田村市のくさそてつ
（こごみ）の出荷制限が解除されました。出荷を希望する生産者は県
中農林事務所森林林業部まで、連絡をお願いします。 

たけのこ 
 

出荷制限 郡山市、須賀川市、田村市、天栄村、三春町 

ふき（野生） 
 

出荷制限 天栄村 ※Ｒ4年 9 月 15 日付けで出荷制限が解除されました。出荷を
希望する生産者は県中農林事務所森林林業部まで、連絡をお願いし
ます。 

おおばぎぼうし
（ うるい ） （野
生） 

出荷自粛 

 

郡山市 
※Ｒ4年 3月 24日付けで出荷自粛が解除されました。出荷を希望する
生産者は県中農林事務所森林林業部まで、連絡をお願いします。 

※1 県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけを除く 

モニタリング検査の実施                       
  県では、農林水産物の安全性を確認するため、市場や農産物直

売所に出荷される「きのこ」、「山菜類（野生）、わらびの場合は栽培も

含む」、「樹実類（あけび、くるみ、とちのみ）」について、事前にモニタ

リング検査を実施しています。市場等へ出荷する場合は、事前にモ

ニタリング検査を受けて安全性を確認する必要がありますので、未検

査のものを出荷することがないようにお願いします。モニタリング検査

には期間を要しますので、発生初期に相談願います。（山菜は「栽

培」・「野生」を表示してください。） 

問い合わせは、県中農林事務所森林林業部林業課（TEL024-935-1367）までお願いします。 



■林産物の放射性物質の基準値 

 林産物の出荷等（出荷・販売・譲渡）を行う場合の放射性物質の基準を次のとおりに定めて

います。該当する林産物の出荷を行う場合は、国が定めた検査方法に基づき検査を行い、基

準値内であることを確認する必要があります。 

品   目 基準値等 

きのこ【※1】、山菜類、樹実類  基準値     １００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ 

乾燥きのこ【※2】  基準値     １００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ 

きのこ生産資材等 

 

きのこ原木・ほだ木  指標値      ５０ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

菌床用培地・菌床  指標値     ２００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

薪（調理加熱用）  指標値      ４０ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

木炭（調理加熱用）  指標値     ２８０ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

木質ペレット 

 

ホワイトペレット・全木ペレット  指標値      ４０ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

 バークペレット  指標値     ３００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（乾重量） 

バーク（樹皮） 

 

 肥料  暫定許容値  ４００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（製品重量） 

 家畜用敷料 暫定許容値 原則４００ﾍﾞｸﾚﾙ/ｋｇ（製品重量） 

 【※1】きのこを栽培する場合、そのきのこ生産資材等（きのこ原木・ほだ木、菌床用培地・菌床）

が国の指標値内でなければ使用できません。 

【※2】乾燥きのこを製造する場合には、原材料となる生きのこが基準値以下であることを確認す

る必要があります。また、乾燥きのこの検査は水戻し等食べる状態での検査となります。 

 

■参考  【農林水産物の放射性物質検査結果の閲覧】 

 ◇緊急時モニタリング検査結果（福島県農林水産物モニタリング結果） 

      「福島県 HP」 → 「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」 

 

■山菜モニタリング対象品目（１４品目） 

 

   わらび、ぜんまい、ふき、うど、うわばみそう、たらのめ、 

  くさそてつ（こごみ）、こしあぶら、もみじがさ（しどけ）、 

  ふきのとう、さんしょう、 

  おおばぎぼうし（うるい）、たけのこ（孟宗竹、淡竹、真竹）、 

  ねまがりたけ 
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